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令和３年になって初めての｢知財の常識･非常識｣
です。近時、特許法の損害賠償にかかる規定が改正
され、また、知財高裁の大合議判決においても、損
害賠償にかかる判断が２件続くなど、損害賠償を巡
る議論が活発になっています。また、まったくの個
人的な印象ですが、全体的に損害賠償の認容金額が
高額化している傾向にあるように感じていました。

そのような中、私が原告（控訴人。但し、双方控
訴の事件。）の代理をしていた事件において、原審
の東京地裁において1,795万6,641円とされた損害賠
償の認容額が、控訴審において１億3,200万円に変更
された事件を経験しました（その他、遅延損害金が
あります。）１。もちろん、控訴の段階で被告の売上
が増えたとか、損害賠償請求の根拠条文が変わった
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